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岩
出
話
通
説
ご
新
説

明
治
政
府
の
貸
附
金

僻

帽

錦

掠

燭
逸
股
業
の
現
此

「
摘
立
財
源
。
)
の
一
志
義
に
就
て

純
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論

叢
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神

戸
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雄

締
官
(
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の
目
的
)
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第
一
段
百
貨
府
曲
山
本
質
北
長
短
(
一
本
枯
の
部
届

A
特
別
替
謀
説
枯

B
印
紙
耐
引
刊
出
掛
二
本
枇
ゆ
目
的

A
課
徴
目
的
い
普
祖
の
品
解
る
時
株
り

{

(

(

 

見
解
川
牧
入
使
命
円
的
判
一
般
世
一
川
特
別
枇
…
山
本
枇
由
零
時
一

ω仰
ω掛
川
本
職
即
日
お
山
一
川
抗
日
判
所
一
山
一
世
A
W
政
鋭
上

ω公
平
負
強
上

ω財
政
牧
入
上

)
 

川
誠
一
拍
技
術
土
問
比
一
旭
所
川
品
目
砧
技
術

t
陥
て
公
平
誠
一
砧
上
九
い
純
一
同
政
策
及
批
曾
政
策
上

μ此
含
政
筑
上
向
い
経
済
政
策
上
似
財
政
牧
入
上
)

]

〕

}

)

第
二
段
百
貨
市
山
抽
出
U

課
税
方
訟
(
し
制
時
拙
者
仏
闘
輯
何
地
方
祇
に
納
枯
義
務
省
伝
部
枕
物
件
訴
府
秘
醇

A
拍
車
ハ
は
特
別
育
貨
肩
掛
と
し
て
い
百

)

)

 

貨
胞
の
特
別
替
業
鵡
枕
い
外
川
市
株
単
に
よ
る
も
の
い
純
々
な
る
外
市
椋
中
に
よ
る
も
の
ゆ
斑
上
高
に
よ
る
も
の
作
軸
徒
に
よ
る
も
の
何
百
貨
肱
内

田
一
取
引
に
劃
す
る
特
別
印
紙
甜
則
一
般
替
業
抵
白
一
部
と
す
る
こ
と
)

結
論
(
晶
一
文
白
要
旨
)

苛旨

5寵

百

貨

応

曲

論

第
二
十
九
谷

四
七

第
四
山
田



時間

議

百

貨

山

砧

諭

第
二
十
九
巷

四
七
回

第
四
都

一

J者

1=1 

近
頃
、
我
邦

ω
小
賀
商
人
の
一
囚
弊
・
其
極
い
い
速
し
、
之
が
救
臨
仙
の
獲
が
喧
し
い
。
小
責
商
人
の
困
弊
の
原
因
は

一
に
し

τ足
ら
宇
.
之
が
救
済
は
到
底
容
易
の
こ
古
で
は
な
〈
、
彼
等
は
何
古
し
て
も
、
恵
ま
れ
さ
る
も
の
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
蕗
で
比
問
に
立
っ
て
百
貨
庄
が
獅
h
盆
々
繁
栄
し
っ
、
ゐ
る
の
で
、
此
が
小
貨
商
人
の
羨
盟

相
肌
副
酬
の
的
E
な
b
、
此
を
抑
剛
山
す
る
こ
正
が
、
此
小
川
災
前
人
を
救
済
す
る
ピ
い
ふ
中
等
階
級
政
策
の
一
で
は
な
い
I

か
ど
考
へ
ら
れ
、
其
方
法
ご
し

τ真
ら
に
夙
に
、
百
貸
出
枕
が
問
題
ど
な
っ

τ居
る
。
践
で
此
仁
は
根
本
的
に
謀

否
に
争
が
あ
り
、
課
税
す
る
Z
し
て
も
課
税
の
仕
方
に
六
っ
か
し
い
紡
が
あ
る
。
今
や
我
闘
に
て
も
百
貨
庖
問
題

が
世
間
の
一
問
題
Z
な
っ
て
居
る
の
際
で
あ
る
か
ら
、
之
に
つ
き
て
の
意
見
を
通
ぶ
る
も
無
意
義
で
は
な
い
芯
思

は
晶
、
の
で
、
敢
て
肱
に
之
を
取
扱
っ
て
見
る
。

第
一
段

百
貨
庖
税
の
本
質
及
長
短

一
本
税
の
部
局
|
|
百
貨
盾
税
は
、

多
稲
類
商
品
の
大
規
模
小
寅
商
厨
で
あ
る
。

A
通
例
、
此
枕
は
特
別
な
る
修
業
の
課
税
ご
し
て
取
扱
は
れ
(
註
一
)
、
時
間
ム

τ牧
盆
枕
ご
き
れ
る
の
で
あ
る
が

い
ふ
ま
で
も
な
く
百
貨
応
の
税
で
あ

h
、
百
貨
応
Z
は
い
ふ
ま
で
も
な
〈
、



(
註
ニ
)
、

伺
併
し
又
、
之
を
特
別
な
る
取
引
に
於
け
る
印
紙
課
税
芭
す
る
こ

E
も
出
来
る
。
然
る
ご
き
は
、

で
め
・
9
、
戒
は
特
段
な
る
消
費
税
ご
も
見
ら
れ
る
。
比
h
z
前
の
牧
盆
秘
ご
し
て
課
す
る
ご
き
仁
は
、
直
接
負
搬
の

一ω
変
遇
税

意
味
に

τも
、
綿
花
盛
脱
税
の
意
味
に
て
も
直
銭
税
で
あ
h
、
後
の
印
紙
校
正
し
て
課
し
た
ご
き
に
は
、

少
〈
ぜ

も
従
卒
税
の
意
肱
に

τ間
接
続
に
ど
い
ふ
こ
正
に
な
る
o

位

ナ
ス

N
H
、
一
口
貨
防
枇

H
.
大
粧
品
百
四
割
別
形
式
的
柿
別
鵠
紐
だ
と
い
点
。2

 

ヘ
ッ
ケ
ル
川
町
百
貨
市
税
を
以
て
.
取
出
拙
叫
叫
に
動
ふ
べ
き
も
の
だ
と
い
ふ
。

lE 
二
本
税
の
目
的

A
課
徴
目
的

い
普
通
の
見
解
か
ら
い
ム
吉
、
此
枕
は
牧
入
目
的
よ
り
は
、
む
し
ろ
尚
業
中
等
階
級
の
保
護

t
い
ふ
枇
曾
政

策
上
り
目
的
か
ら
成
品
(
註
一
ニ
)
O

質
に
沿
革
上
は
、
此
が
其
主
柁
る
目
的
で
あ
る
。
若
も
助
税
に
此
目
的
が
な
〈
ち

此
が
箪
に
牧
入
目
的
の
み
を
有
ち
、
随
つ
て
は
龍
カ
に
臆
じ
た
謀
税
古
い
ふ
こ

z
rり
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
、
英
は

阪
に
存
す
る
管
業
税
な
り
、
所
得
税
な
h
で
浮
山
で
ゐ

b
.
其
上
に
態
々
之
を
課
す
る
に
は
及
ば
A
Y
E
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
庄
三
)

踊
る
多

f
m
u
皐
者
之
を
詔
む
。
印
ち
モ

γ
パ
ト
は
、
百
貨
府
税
段
、
事
ら
位
合
政
策
的
訓
目
的
を
持
つ
酷
で
あ
る
。
此
に
て
は
財
政
々

-岬
1世

四
七
五

第
四
腕

百

貨

応

枯

諭

第
ニ
十
九
九
日
昔
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山
用
回
挑

R司

員提

第
二
十
九
番

百

貨

出

拙

論

四
七
六

策
白
観
察
知
副
長
〈
背
後
に
退
却
す
る
と
岱
L
、

t
v
ク
は
、
大
峰
業
に
到
す
る
特
別
替
業
税
は
、
一
方
に
は
比
に
上
り
て
然
ら

rか
ば
競
争
棺

力
な
き
小
担
骨
量
止
油
開
ら
す
が
結
め
に
枇
曾
政
策
的

ι働
〈
。
百
貨
同
軸
は
財
政
上
自
仰
向
よ
リ
は
む

L
己
批
命
政
筑
上
白
傾
向
定
布
告
と
伐

L
、
グ
ル

ν
ツ
エ
ル
も
百
貨
府
抵
は
財
政
上
自
利
益

k
p
は
む
し
る
域
新
副
議
に
劃
す
る
広
住
小
出
来
的
競
争
拙
力
を
拙
む
べ
き
経
済
政
策
上

の
出
力
ド
止
じ
が
ド
ー
と
侍

L
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
も
、
百
貸
出
の
成

ι且
訓
H
Aが
、
山
却
し
さ
大
泊
棋
小
品
官
業
の
弧
唱
に
謝
し
て
、
小
商
工
業
及
手
工
業
自

歴
史
的
に
僻
講
し
た
る
形
式
を
保
護
す
る
こ
と
聖
目
的
と
す
る
反
封
辺
助
を
血
じ
た
。
此
目
的
を
迭
す
る
鴎
め
に
幼
さ
札
た
勉
多
川
口
方
訟
の
一
・
と

し
て
百
貨
附
枇
が
あ
る
と
符
し
、
レ
h

ケ
は
、
仰
闘
の
百
貨
府
枇
に
つ
き
、
此
が
小
向
染
者
に
封
ナ
る
百
貨
防
の
部
争
を
弱
め
る
目
的
を
右
ワ
と

鵠
し
、
コ

Y

ヲ

l
vも
、
近
時
諸
品
目
闘
に

E
、
骨
乱
部
柚
の
山
川
山
川
に
よ
り

t
.
小
企
訴
の
保
協
の
川
崎
品
に
、
火
料
品

.
Uド
小
山
山

λ
企
業
在
、

高
税
に
よ
り
て
髄
速
を
抑
止
ナ
る
訊
配
偶
L
a
k
と
し
、
エ

1
.ヘ
ル

t
も
、
山
枕
が
、
所
前
、
巾
静
階
融
政
銃
内
政
持
て
あ
っ
て
、
中
小
崎
恭
省
を

大
資
本
的
小
東
業
自
往
々
に
し
て
毘
迫
す
る
競
手
に
封
し
て
保
護
す
る
て
あ
ら
う
。
|
|
血
百
貨
防
拙
に
主
り
て
小
組
怪
が
保
誼
せ
ら
る
と
錨

L
、
U
Z

ヲ
ル
ヅ
も
、
特
に
中
年
階
級
白
利
益
に
於
て
ナ
L

め
ら
れ
た
る
積
極
、
印
ち
百
貨
府
枯
と
帰
す
。

比
百
貨
脂
挽
に
於
け
る
巾
等
階
融
政
策
目
的

E
多
-9
胆
〈
H
品
た
る
が
あ
る
。
例
之
、
へ
ッ
ケ
ル
は
、
百
貨
問
枕
は
、
岡
山
的
、
制
柑
政
鋭
的
目

的
、
帥
ち
拾
付
能
力
大
な
る
小
資
業
白
大
綱
借
由
一
層
誼
き
掛
秘
主
い
ふ
こ
と
を
宿
づ
の
み
で
な

t
、
歴
史
的
に
叫
車
し
た
る
小
一
抗
議
に
謝
す
る

此
企
業
形
式
由
競
争
白
、
闘
世
誼
す
る
所
白
影
響
に
到
す
る
職
事
手
段
た
る
ベ
し
と
鶴

L
、
テ
ス
カ
も
、
小
商
業
に
時
け
る
大
相
昨
の
仲
村
別
融
輯

は
、
最
初
回
見
た
蕗
で
は
、
恐

b
tは
証
骨
的
に
捺
誕
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
。
俳

L
銑
〈
制
中
筏
す
れ
ぽ
多
〈
は
然
う
て
な
い
ル
」
い
ふ
て
居
る
。

ろ
特
殊
の
見
解
か
ら
す
る
ピ
、
前
の
考
に
一
歩
堂
進
め
て
考
へ
、
此
税
は
中
等
階
級
政
策
か
ら
の
み
見
る
ぺ

き
で
な
く
、
岡
崎
に
之
正
並
行
し
て
牧
入
目
的

?
bも
随
ふ
て
能
力
課
税
の
様
準
が
ら
も
見
る
こ
ご
が
出
来
る
己

い
ふ
こ
正
に
な
る
。
在
来
の
替
業
税
が
大
抵
.
比
例
課
税
で
あ
っ
て
、
管
業
の
規
模
の
大
小
を
問
は
十
岡
市
平
を
課

す
る
己
き
に
、
大
規
模
小
買
業
者
は
小
規
模
同
業
者
に
比
し
て
負
携
が
軽
量
』
に
失
す
る
ご
い
は
な
り
れ
ば
な

ι
Mombe山 Fw.S. 70. 13ock，_yw. 5._255， ~63:. C川 1l1tzcl，Fw. 5. 66. 
nuchner， ¥Varenhausstel町 (Elster，H¥vb. d. Stw. 4 Au日 VIII.) S 
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ぬ
。
業
廃
で
之
を
埋
合
せ
る
斜
め
に
百
貨
応
の
如
き
大
規
模
修
業
者
に
特
別
の
課
税
を
鋳
す
べ
き
も
の
ご
な
る
。

卸
も
此
税
は
回
申
寛
、
夫
の
一
批
曾
政
策
目
的
の
み
で
な
〈
、
能
力
標
準
の
課
税
の
要
求
に
も
合
し
、
収
入
目
的
を
も

有
つ
ご
す
べ
き
も
の
で
あ
る
註
巴
ω

「
陸
回
)

B
牧
入
使
途
目
的
ー
ー
か
ら
い
ふ
ご
、

い
戒
は
之
を
車
な
る
一
般
稔
ご
し
て
、
仕
入
枚
入
に
て
一
般
抑
制
批
・
智
光
犯
す
こ
ピ
を
妨
げ
な
い
り
れ
ど
も
ゆ

ろ
或
は
之
な
特
別
税
記
し
て
、
特
妹

ω附
開
山
武
仁
光
て
る
ニ
ど
も
出
来

zo
斯
山
一
如
、
ョ
も
凶
古
[
て
目
、
共
謀

徴
目
的
ピ
の
関
係
上
、
之

z-
致
せ

L
め
て
、
北
(
収
入
を
特
に
中
小
商
人
的
保
護
施
設
に
充
つ
る
の
が
泊
切
で
あ

前
世
三
田
中
由
、
へ
ツ
ケ
ル
品
世
間
。

る
(
註
宜
〕
。

(
註
五
)

ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
は
、
松
々
に
し
て
小
刷
業
及
手
工
業
の
利
益
に
於
て
肱
入
を
供
用
す
る
己
と
の
伐
め
の
特
別
規
定
が
存
す
と
錦
L
、
Z

1

4

ル
ヒ
は
、
此
特
別
拾
の
枚
入
が
小
皆
業
者
自
租
枕
A
H
持
白
粧
品
に
、
又
は
其
他
、
共
刺
誌
に
快
川
す
ベ
き
と
と
の
規
定
中
定
め
ら
る
ミ
庖
に
は
、

5
 

巾
轄
附
抗
政
的
叫
が
特
区
明
に
視
は
る
と
怨
す
。

武
倒
と
し
て
も
、
普
魯
聞
の
一
九

O
O年
訟
に
於
け
る
地
方
紐
と
し
て
由
山
枕
は
、
特
に
小
幹
業
者
由
利
益
に
時
て
此
に
住
用
す
る
こ
と
ゐ
な

。

っ
て
肘
た
。
プ
ラ
ウ
リ
ザ
シ
品
ヲ
イ
ヒ
に
で
も
、
此
稲
牧
入
が
小
商
業
及
手
工
業
白
越
捗
白
錨
め
に
伎
は
れ
た
。

三
本
税
の
費
逮

A
仰
閤
1
1此
税
は
一
八
四
四
年
・
仰
闘
に
先
づ
畿
蓮
し
、
幾
多
の
愛
情
躍
を
経
て
今
日
に
至
つ
rt
居
る
。
今
日

品向

議

王

第
ニ
十
丸
谷

百

貨

応

説

諭

四
七
七

第
四
抗

Fw 
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1指

，1主
百

貨

陪

枯

論

に
て
は
共
の
管
業
所
得
税
中
・

第
二
十
九
谷

回
七
人

第
四
批

し
て
特
に
謀
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
其
は
生
活
方
便
又
は
共
他

ω物
の
小
資
業
を
主
ご
し
て
笹
み
、
其
寅
上
高
が

一
般
枕
又
一
般
質
上
枕
の
外
に
肉
、
追
加
枕
ご
し
て
.
此
柿
帆
営
業

ω質
上
高
に
釣

聡
山
一
両
を
除
き

τ百
高
法
を
超
ゆ
る
も
の
に
謀
し
、
凡
べ
て
の
支
応
の
質
上
高
を
本
応
の
吉
一
絡
に
計
算
し
て
居

る
υ

を
し
て
助
規
定
内
結
果
、
此
特
別
真
上
課
税
が
斤
貨
広
税
、
支
応
税
を
超
へ
て
、
凡
ぺ
て
銀
行
、
信
用
機

関
・
保
険
業
に
も
、
共
質
上
高
が
百
同
法
を
越
ゆ
る
だ
け
に

τ押
L
康
げ
ら
れ
た
。

川
湖
治

1
l
に
て
は
一
人
九

0
年
代
山
中
頃
以
来
、
中
等
階
級
政
策
の
一
ご
し
て
、
各
地
に
百
貨
泊
枕
の
要
求

が

現

は

れ

、

バ

イ

且

y
v
J

に
此
枕
が
出
来
、
共
後
、
各
邦
に
も
比
JF
現
は
れ
た
が
、

『『、
F
U
L
-
-
、!凶
H
U
1
、

一一ノ

j
j
4
4」

J

-

一
九
年

ω
質
上
高
に
依
る
特
別
税
徴
牧
の
禁
止
を
対
し
て
以
来
(
誌
と
、
各
地
に
て
之
を
厳
止
し
、
会
吉
濁
逸
中
に

て
之
を
再
び
採
用
し
た

ωは
極
め

τ僅
少
の
も

ωの
み
ご
な
っ
た
。
か
く
て
普
魯
西
に
て
も
其
市
町
村
に
百
貨
庖

へ
ツ

-
t
v
r
で
は
、
凶
の
許
可

を
得
て
之
を
起
し
得
Z
し
た
け
れ
ど
も
、
其
れ
で
も
寅
際
之
を
利
用
し
た
の
は
少
い
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
ザ
ク

税
な
〈
、
多
〈
の
他
の
闘
で
も
同
様
芭
な
っ
た

2
5
0
獅
り
、

バ
イ
エ

y
y
ピ、

セ

Y

仁
て
は
腕
に
此
よ
h
允
き
・

課
税
を
禁
止
し
て
居
る
凶
で
濁
泡
に
て
は
百
貨
底
税
は
却
っ
て
時
代
遅
れ
の
気
味
で
あ
る
。

一
九
一
二
年
仁
、
大
規
模
の
小
責
修
業
及
支
応
業
を
合
む
小
資
器
業
の
責
上
高

(
註
穴
)
之
に
よ
り
て
到
よ
↑
品

E
標
準
と
し
て
は
百
貨
問
枯
を
諜
L
川
町
ぬ
こ
と
λ

な
っ
た
け
れ

rも
、
仙
の
棋
単
に
依
り
さ
へ
す
れ
ば
百
貨
応
枕
が

訴
し
得
る
の
で
あ
る
。

1し

Buchner. a. fl. O. S. 889 
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(
註
七
)

尤
も
一
九
二
三
年
以
車
、
支
府
枯
が
あ
る
。
比
は
百
貨
脂
由
品
で
な
〈
、
保
険
、
銀
行
、
信
用
機
闘
に
も
闘
す
る
。

四
本
税
の
長
短

A
本
税
の
長
所

川
赴
曾
政
策
上
|
此
税
は
共
起
源
に
遡
る
も
、
著
政
策
、
特
に
商
業
中
等
監
禁
か
ら
出
た
も
の

で
、
此
が
其
出
後
賂
で
ゐ
h
J
、
叉
其
最
要
の
目
的
で
あ
る
o

禁
事
は
前
じ
本
枕
の
目
的
の
蕗
に

τい
ふ
れ
地
b
で

ゐ
る
(
誌
と
o
質
際
・
此
が
何
程
炉
、
百
貨
底
を
抑
へ

τ、
小
規
模
な
る
小
責
務
白
業
pf
保
護
す
る
こ
£
に
役
立
つ
。

(
註
八
)

前
山
詰
三
参
問
。

ハ
川
目
公
平
負
縫
上
ー
ー
の
見
地
か
ら
い
ふ

t
も
、
百
貨
応
は
持
L
〈
小
寅
前
中
の
小
規
模
の
も
の
に
比
し
て
能

力
の
遥
か
に
大
な
も
の
だ
が
ち
し
て
、

之
に
特
別
の
課
税
を
す
る
の
は
、
其
能
カ
仁
踏
じ
た
課
税
を
鋳
す
所
以

r

Z
錯
し
得
る
(
位
九
)
O

備
は
之
に
つ
き
・
利
盆
原
則
の
見
地
よ
b
し
て
、
市
町
村
の
百
貨
応
殺
が
、
其
地
方
に
於
け

る
轡
察
及
消
防
上
の
特
別
利
盆
の
報
償
古
し
で
も
設
か
る
、
こ
芭
が
ゐ
る
が
、
其
は
別
に
百
貨
貯
が
特
に
仙
の
傍

業
よ
り
も
制
令
に
多
〈
世
話
に
な
る
Z
い
ひ
惑
い
か
ら
嘗
ら
な
い
註
一
O
)
0

{
註
九
)

前
山
正
三
巾
、
へ
ツ
ケ
ル
、
ヲ
ス
カ
品
世
間
。
尚
ほ
へ
wv

ケ
ル
は
別
由
良
で
、
疑
も
な
(
大
規
模
小
賀
議
由
大
費
本
的
弼
式
位
、
特
K
給
制

袖
力
あ
る
料
品
甘
方
訟
を
一
市
ナ
。
百
貨
市
は
無
能
件
に
給
付
能
力
大
な
る
掠
積
物
件
だ

Q

だ
か
ら
し
て
此
が
其
仙
の
小
貰
持
議
よ
り
も
軍
〈
牒
秘
書

る
ふ

E
き
に
、
給
付
前
力
目
原
則
に
依
る
諒
枇
に
相
日

T
K局
L
‘
Z

1

4

ル
ヒ
も
、
此
に
つ
き
早
に
一
居
大
な
る
給
付
能
力
目
黒
鵡
蹄
粧
が
謹

~ 

a川

百

貸

出

砥

論

第
二
十
九
径

b 

四
七
丸

第
四
都
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品

副同

叢

第
二
十
九
谷

J、

四
八
O

第
四
蹴

百

貨

府

柏

諭

せ
ら
る
λ

だ
け
に
て
は
、
此
に
針
し
、
租
積
政
策
白
見
地
か
ら
反
制
す
べ
き
も
の
な

L
K
い
ひ
、
フ
イ
ス
チ
ン
グ
も
、
給
付
能
力
及
刺
盆
白
考
慮

目
下
に
、
大
紐
瞥
白
話
臨
に
よ
り
て
小
峰
業
者
。
負
弛
粧
品

ω
方
法
を
行
ふ
乙
と
が
出
品
る
と
勾
し
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
も
、
愈
々
多
{
人
が
、
〕
百
貨

山
枕
の
徴
収
世
、
か
、
a

る
大
組
時
小
向
柴
山
一
同
大
な
給
付
能
力
に
よ
り
て
開
巾
づ
け
る
こ
と
に
制
限
し
な
〈
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
必
。

ロ
ッ
ッ
は
、
百
貸
出
柚
在
、
縦
一
揖
及
消
防
上
の
要
求
か
ら
市
町
村
山
特
別
負
強
に
相
叫
す
る
と
い
ふ
詑
は
、
惜
ん
E
民
而
目
に
眠
る
ベ

〉5
 

か
ら
ず
と
い
ふ
。

(
陸
自
白
)

は
則
政
牧
入
上
|
|
此
枕
が
兎
も
角
一
の
財
政
収
入
で
あ
り
・
そ
し
て
附
勢
の
進
む
に
仲
ひ
.
大
樹
往
々
増

越
す
る
古
い
ふ
可
秘
牲
を
も
布
っ
。
此
も
貨
は
此
枕
の
お
立
の
一
理
由
正
は
な
る
「
龍
一
一
』
O

(
陸
一
-
)

路
一
の
枇
合
政
策
か
ら
い
ふ
と
、
此
税
が
U
U
H

止
的
自
軸
と
も
な
り
、
随
一
コ
て
般
入
と

L
て
は
無
認
時
の
も
由
と
も
な
リ
作
る

ω
だ
が
、

質
際
に
は
、
矢
躍
り
、
枚
入
を
も
考
へ
.
陥
ワ
て
牧
入
と
魁
官
政
策
(
公
益
)
と
を
剖
利
L
て
考
へ
る
n

シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
百
貨
山
揖
は
、
禁
止
軸

と
し
て
は
自
ら
圭
詮
明
し
な
か
宮
た
。
サ
シ
ガ
レ
シ
に
て
も
之
が
採
用
さ
れ
た
と
き
に
、
園
咋
的
自
利
益
を
有
し
た
と
い
ふ
て
肘
る
。

に
課
税
技
術
上
ー
ー
に
も
此
穂
の
傍
業
は
、
可
な

b
n公
示
的
で
あ
り
、
叉
集
中
的
で
も
あ
る
か
ら
、
純
議
課

税
芭
し
て
も
、
頁
上
謀
枕
ご
し

τも
、
印
紙
課
税
ご
し
て
も
、
何
れ
に
し
て
も
遡
脱
が
少
く
、
捕
捉
が
削
人
ロ
に
容

易
な
も
の
で
ゐ
る
。
技
術
上
大
っ
か
し
〈
な
い
古
い
ふ
ニ
吉
も
此
枕
の
長
所
ご
し
て
良
い
。

B
本
枕
の
短
所
|
|
世
胞
が
比
税
に
は
短
所
も
少
〈
な
い
。
先
づ

い
課
税
技
術
上
随
つ
て
は
ぬ
卒
課
税
上
|
|
此
枕
を
百
貨
応
に
課
税
す
る
正
し
て
、
百
貨
応
ご
然
ら
ざ
る
も

の
さ
の
限
界
を
引
く
二
ご
が
六
っ
か

L
い
(
匙
二
百
多
利
の
商
品
を
粂
扱
ふ
こ
己
を
此
が
一
の
特
徴
正
し

τも、
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如
何
に
多
〈
を
扱
へ
ば
良
い
の
か
。
大
規
模
を
も
此
が
他

ω特
徴
ど
ど
し
て
、
何
れ
だ
げ
以
上
の
大
き
な
れ
ば
良

い
の
か
o
此
等
的
決
定
に
は
確
固
た
る
様
b
蕗
は
な
〈
、
自
ら
立
法
者
の
恋
意
ど
な
り
、
其
が
一
旦
定
ま
っ
た
Z

Lτ
、
自
ら
之
を
も
「
る
方
法
が
詩
悲
ら
れ

τ不
会
平
な
結
果
さ
も
な
る
(
世
一
三
。
此
に
於
て
寅
際
の
立
法
は
往

々
仁
し
て
百
貨
応
以
外
の
も
の
仁
て
も
‘
之
ご
同
等
に
扱
ム
ペ
き
も
の
を
・
此
吉
一
織
に
並
べ
て
課
し
て
も
居
る

3

、t
-

1

2

J

・

カ
日

-
E
き
う
な
る
ご
、
実
列
撃
さ
れ
た
も
り
が
網
羅
的
で
な

f
、
之
に
漏
れ
た
も
の
が
出
来
、
此
正
一
緒
に

課
せ
ら
れ
た
も
の
ご
此
か
ら
漏
ら
ち
れ
た
も
的
己
の
聞
に
不
一
公
一
中
を
生
宇
品
。
そ
れ
か
ら
此
の
如
〈
百
貨
山
仙
の
み

を
川
判
別
仁
保
し
也
又
は
百
貨
山
E
或
同
等
扱
の
も
の
子
伊
」

U

特
別
融
税
す
る
ピ
き
に
、
何
れ
仁
f
し

τも
、
負
捻
一
般

の
原
則
に
は
反
す
る
の
嫌
も
あ
る
謹
一
五
)
O

叉
此
に
て
技
術
上
最
便
宜
な
b
ど
し

τ、
買
上
高
を
棋
準
ご
す
る
ぜ

き
に
、
此
れ
で
は
百
貨
応
の
能
力
を
測
る

ωに
は
あ
ま
h
に
粗
な
h
J
Z
の
非
難
も
あ
h
得
る
(
叫
一
六
)
O

随
っ
て
此

か
ら
し
て
も
或
不
公
平
を
生
す
る
。
廿
央
官
陣
で
彼
是
れ
考
へ
て
比
続
的
非
州
少
き
課
税
方
法
セ
己
い
へ
ば
、
百
貨
脂

の
特
別
謀
税
ご
せ
宇
し
て
、

一
般
的
の
瞥
業
税
を
政
治
し

τ、
特
に
各
傍
業
の
純
盆
に
謀
議
課
税
す
る
ピ
い
ふ
こ

ご
に
し
た
な
ら
ば
、
自
然
、
百
貨
応
は
小
規
模
的
小
商
業
よ
b
も
純
盆
が
大
い
の
で
、
之
に
感
じ
て
重
き
課
税
が

行
は
れ
る
こ
ど
、
な
h
、
而
か
も
此
に
て
は
管
業
の
形
態
に
よ
り
て
差
別
課
税
を
せ
旧
日
か
ら
、
之
を
謀
せ
ら
る
、

も
の
ご
然
ら

F
る
も
の
ど
の
聞
に
苦
情
は
な
い
ぜ
い
ふ
こ
ご
が
由
来
る
o

叉
寅
上
高
で
な
〈

τ純
盆
に
よ
る
か
ら

一
屠
能
力
に
遁
臨
時
す
る
こ
古
も
出
来
る
と
い
町
ふ
こ
ど
が
ゐ
る
o

た
い
純
盆
が
多
少
掴
み
忍
〈
、
勤
も
す
れ
ば
逃
げ

諭

量産

百

貨

出

曲

論

第
二
十
九
を

g~ 
J、

第
四
抗

ブL



""'，. ". 
議

百

貨

庖

拙

論

第
二
十
九
巷

同
λ 

第
四
抗

。

ら
れ
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
あ
り
、
今
度
は
其
貼
か
ら
の
不
必
卒
が
あ
b
得
る
己

ν
ム
こ
ご
は
兎
れ
な
い
。
卸
も
此
に

て
も
拘
仰
は
何
程
か
不
公
平
の
可
能
性
は
存
す
る
。

ピ
ユ
ヒ
ヨ
ー
は
、
此
枕
計
置
の
貨
際
上
り
賀
行
に
は
、
初
か
ら
し
て
悶
雌
が
あ
っ
た
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
融
枕
む
物
件
が
一
議
で
な
{
、

又
明
か
に
刈
民

L
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
百
貨
脂
の
意
義
は
租
耽
立
法
山
首
め
に
、
碑
貨
な
る
扱
嘩
世
興
ふ
る
や
う
に
、
非
雌
む
き
方
法
に
て
は
定

め
ら
る
ミ
ζ

と
は
山
掃
な
い
と
い
ふ
。

(
桂
三
ご

6
 

ピ
ュ
レ
」
ナ
ー
は
、
立
法
者
計
如
何
な
る
特
徴
を
逃
ん
だ
と
し
て
も
市
百
貨
山
は
サ
に
新

L
き

4
析
の
防
間
前
方
慨
を
見
出
し
た
J

い
↓
@

ピ
ュ
ヒ
タ
!
日
、
説
耽
物
件
山
決
定
に
つ
き
抽
出
者
は
、
川
市
民
地
せ

L
め
ん
と
す
る
物
植
の
枯
聞
を
岳
山
ヲ
明
か
に
-
k
b
る

矯

め

に

は
、
佐
々
越
山
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
ふ
。

(
註
-
五
』
ロ
ツ
ツ
は
、
人
自
畑
何
に
拘
は
ら
ず
、
一
定
以
則
に
上

P
て
租
輸
を
成
形
す
べ

L
と
り
考
(
負
強
一
般
原
川
)
は
、
前
も
一
目
持
業
松
山
叩

に
、
所
問
題
む
ペ
き
替
業
、
例
之
、
百
貨
応
を
、
凡
べ
て
他
山
骨
業
よ
り
も
興
っ
た
原
則
に
て
特
に
之
よ
り
も
一
日
間
践
し

f
負
協
せ

L
め
ら
る
L

。

と
き
に
は
、
官
現
せ

A
れ
な
い
と
い
ふ
叫

(
註
-
三
)

;
t，
 

{
阿
旧
同
問
炉
、

(
註
戸
穴
)

コ
ン
ラ

l
v
は
、
租
枕
給
付
抽
力
を
認
め
し
む
る
棋
準
(
静
業
に
て
仕
共
は
第
一
位
に
牧
盆
)
山
代
り
に
、
此
に
誕

k
尚
と
い
ふ
附

E

附
と

な
っ
た
組
柑
測
定
基
礎
に
掠
る
と
き
に
、
試
は

L
〈
な
る
。
蛍
土
山
一
両
さ
い
ね
純
益
、
陥
っ
て
給
付
能
力
の
判
断
に
は
掠
り
践
を
拠
へ
な
い
と
い

ひ、

Z

1

4
ル
ヒ
も
、
羽
例
此
に
C
行
は
る
h

年
由
民
上
高
に
依
る
向
き
課
枕
が
平
等

A
卦
正
白
劃
求
に
反
す
る
。
宵
筑
間
柑
は
総
球
上
↑
仙
に
よ
り

て
測
aに
せ
ら
る
ゐ
け
れ

E
も
、
此
が
品
正
な
る
課
杭
の
佑
め
に
組
出
な
土
芸
で
は
な
い
ー
と
い
P
A
G

)
 

み
純
務
政
策
及
枇
命
日
政
策
上
|
|
経
憐
政
策
正
此
曾
政
策
ご
は
此
に
は
立
に
錯
綜

Lτ
居
る
の
で
あ
る
け
れ

(
 

ど
も
、

Ul敢
而fτ
曾之
政を
策 ~II
-上々

背 て
貨説
1占明
カ£す
fil る
31匝の
ザ正 l二

此
が
後
肢
す
る

t
v
ふ
こ
己
は
、

一
般
消
費
者
民
衆
に
取
り
て

Derselbe， Grund. Eheber官， 1"w. S. 269 
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は
、
安
〈
、
便
利
に
、

日
常
需
要
口
聞
を
供
せ
ら
れ
る
こ
ぜ
に
な
る
註
一
七
)
。
之
を
枕
に
よ
り
て
抑
制
す
る

t
h
v
ふ

こ
ご
は
第
一
、
此
消
費
者
民
衆

ω利
便
を
抑
M

脱
す
る
も

ωで
あ
る
。
今
此
仁
特
別
の
枕
が
謀
せ
ら
れ
た
ご

f
て‘

百
貨
広
は
其
訓
営
利
者
の
立
場
上
、
出
来
る
.
た
り
此
負
描
聞
を
自
ら
擦
は
な
い
や
う
に
努
め
る
。
然
る
ご
き
は
一
の
可

能
E
L
て
は
、
地
税
が
m
摘
さ
消
費
者
に
償
仁
込
め
て
時
嫁
き
る
、
主
い
ム
ご
ご
で
あ
る
(
竺
λ
)
O

斯
(
て
折
角
、

百
貨
市
山
に
よ
ム
リ
て
物
慣
が
低
下
さ
れ
得
た
の
が
、
再
び
何
粍
か
勝
良
し
て
民
衆
を
苦
し
め
る
ぜ
い
ふ
こ
ご
に
な

品
。
其
M

い
ば
か
b
で
以
な
〈
.
百
貨
応
以
此
枕
を
多
少
は
、
立
{
使
則
人
労
働
者

ω
待
辿

ω
改
悪
に
向
け

τ、
此
人

々
を
泣
し
め
品
ニ
ピ
ピ
色
な
わ
得
る
。
市
此
仁
は
又
、

円
貨
~
加
が

H
供
給
者
た
る
市
川
工
業
者
に
川
崎
妹
す
る
一
』

E
が
あ

b
得
る
。
而
か
も
此
供
給
商
工
業
者
は
一
方
、
百
貨
府
を
以
て
比
一
武
力
的
大
〈
且
つ
確
質
な
る
大
事
な
刷
客
だ
さ

し
て
、
比
に
は
支
〈
由
民
b
つ
、
、
其
迎
合
せ
古
し
て
他
の
一
般
小
賀
商
人
へ
は
一
一
般
高
〈
責
る
ご
い
ふ
こ
ピ
に
な

'
り
得
る
。
然
る
正
き
に
丁
度
、
百
貨
応
ご
い
ふ
競
争
者
の
出
来
た
斜
め
に
保
誰

L
な
〈
て
は
な
ら
ぬ

Z
L
て
枕
ま

で
取
っ
た
の
に
、
共
税
が
貨
は
保
護
古
る
べ
き
一
般
小
貰
人
の
現
に
炉
、
る
ご
い
ふ
こ
正
に
も
な
b
得
る
(
詰
一
九
)
O

だ
か
ら
此
枕
は
枇
曾
政
策
枕
た
ら
う
ご
し

τ、
結
果
に
於

τ反
則
合
政
策
的

ωも
の
ご
な
り
得
る
正
い
ふ
大
な
映

貼
を
有
つ
。

(
詰
-
生
)

百
貨
脂
は
中
下
宿
批
舎
に

ι明
て
位
、
其
白
安
き
債
に
よ
り
て
、
小
企
業
者
に
て
は
供
L
能
位
f
る
が
如
き
の
刺
盆
を
典
ふ
も
ω

ピ
ュ
ナ
ー
は
.
出
に
租
酷
輔
隊
問
題
が
止
じ
、
百
貨
応
が
白
ら
此
枕
を
負
婚
す
る
宇
又
は
む
し
る
、
供
給
者
又
は
償
資
者
世
負
婚
し
な

(駐

-
A
)

三人

ii~~ 

叢

第
二
十
九
巻

四
凡
三

第
四
抗

百

貸

出

枕

諭

口 55. S. IOJ 
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論

世主

百

貨

山

積

諭

第
二
十
九
谷

四
八
同

都
削
山
師

い
か
の
問
題
を
止
ず
と
却
し
、
キ
ユ
ル
ペ
ル
も
、
此
由
如
き
枕
出
府
廿
晶
に
北
目
的

ι反
し
た
も
の
と
な
り
、
百
貨
山
は
共
枕
を
他
に
神
山
臨
せ
ん
と

企
て
、
純
が
之
を
全
〈
供
給
者
に
師
す
る
ζ

と
に
成
功
し
な
か
づ
た
と
き
に
は
、
此
租
枕
上
自
多
費
生
大
に
州
制
限
さ
れ
た
る
阪
市
且
に
配
分
L
.
中

〉
山

ω

等
陥
継
が
其
損
害
を
A
H
ふ
こ
と
誌
な
る
の
が
自
然
だ
左
す
る
。

(
陸
-
九
)

シ
L

ミ
ッ
ト
は
、
此
枕
に
於
け
る
中
等
階
枇
保
諮
り
山
山
づ
け
は
、
比
枯
に
つ
い
て
外
凶
に
て
行
は
れ
た
料
職

F
b見
て
円
札
口
で
布
功

と
は
且
ら
れ
向
と
錦
L
、
2

シ一フ
l
γ
、
λ

1

4

ル
ヒ
、
ロ
ッ
ジ
、
主
ン
バ

l
卜
、
ポ
ッ
ク
籍
、
何
れ
も
、
此
股
が
刊
武
山
ー
の
叫
給
者
た
る
刷
明

治
家
主
斥
者
へ
帥
総
古
る
L

可
能
刊
あ
る
こ
、
と
を
詑
{
。
テ
ス
カ
の
之
に
開
削
す
る
記
叫
は
二
世
詳
し
い
。
彼
は
い
必
。
此
祉
の
枯
県
は
期
作
さ
れ

た
と
は
企
〈
児
っ
た
も
白
さ
あ
〉
た
。
百
穴
山
は
此
枯
白
川
仰
山
怖
に
成
功
し
た
。
刊
に
比
供
給
府
¥
て
あ
る
。
何
ぽ
と
な
れ
ば
此
川
代
山
は
、
各
机
川

払
川
什
に
ー
と
り

C
M
ル
メ
コ
て

U
な
ら
山
大
事
な
制
抗
力
刷
持
た
か
、
七
て
十
一

L
O
仰

E
叫
給
者
は
、
川
山
吉
と

L
〈
心
一
白
川
山
を
失
け
山
川
品
め
に
、
北
ハ
叫

給
す
る
品
物
の
値
引
2
認
め
る
。
比
一
は
新
し
い
百
貨
仏
枕
と
時
ほ
別
式
の
仙
引
で
あ
る
。
之
に
よ
リ
て
枕
が
供
給
者
に
脚
総
せ

ιる
入
。
俳

L
共

が
供
給
者
に
止
ら
な
い
。
資
本
力
の
大
な
供
給
者
は
、
此
枯
を
挺
に
帥
総
し
ゃ
う
と
し
て
、
特
に
紹
済
上
、
彼
よ
り
ホ
弱
き
人
々
へ
之
を
ね
ふ
。

そ
し
て
町
は
恰
も
小
向
人
、
小
山
持
主
「
、
貨
は
此
人
々
を
虫
息
柑
(
百
貨
府
枕
)
に
よ
り
て
保
挫
し
中
う
と
し
た
の
だ
。
此
小
町
村
主
は
、
住
々

に
し
て
百
貨
山
と
同
一
の
供
給
者
世
有
ち
、
彼
等
が
此
百
貨
陪
軸
白
料
総
を
長
け
な

f
て
は
た
ら
な
か
っ
た
。
と
い

L
の
は
、
彼
轄
は
通
例
、
供

給
者
へ
い
同
加
の
い
川
主
製
求

L
、
隣
っ
て
此
弼
命
は
此
費
本
力
大
在
る
償
措
者
た
る
供
給
者
に
制
せ
ら
れ
て
日
出
る
か
ら
で
あ
る
と
。

ヨ
経
済
政
策
上

l
ー
に
は
此
枕
に
よ
b
て
百
貨
底
を
抑
座
し
ゃ
う
ピ
い
ふ
の
は
、
つ
ま
ち
政
府
が
雌
営
業
の

方
法
を
左
右
し
や
う
ど
い
ム
の
で
、
北
一
は
現
代
経
済

ω骨
子
ご
な
っ
て
居
る
修
業
自
由

ω原
則
仁
反
す
己

L
な
け

れ
ば
な
ら
泊
(
芭
一
C
)
O

尤
も
今
日
に
て
は
此
原
則
は
公
盆
に
反
す
る
限

h
、
或
皮
ま
で
之
を
制
限
し
て
可
な

h
t

い
ふ
の
が
普
通
的
見
解
だ
か
ら
、
此
鮎
は
重
〈
見
る
仁
は
及
ば
泊
。
錦
こ
に
は
百
貨
一
応
が
出
来
て
、
従
来
よ
り
も

安
〈
供
給
せ
ら
れ
る
ピ
い
ふ
こ
正
、
此
仁
て
一
一
府
合
理
的
の
経
傍
方
法
の
進
む
古
い
ふ
こ
正
は
、

一
園
経
済
の
進

Biichner，礼.a目 O~ S. 895- JGilbcl) D山 l~ L'a. lI I1Schw(:igÎscl目、VarC I1
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歩
を
意
味
す
る
し
、
此
に
よ
b
て
民
衆
の
生
活
が
一
層
少
費
に
て
出
来
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
賃
金
の
標
準
も
低
下

す
る
し
・
此
に
よ
b
τ
資
本
ι
官、

そ
し
て
士
地
を
も
一
層
有
功
に
利
用
す
る
こ
芭
に
た
~
れ
ば
、
此
等
の
も
の
、
報

酬
も
侭
下

L
、
共
等
が
其
闘
民
絞
済
ハ
山
、
外
国
己
の
競
争
を
一
屠
有
利
な
ら

L
む
る
諜
で
あ
る
(
計
二
一
)
O

然
る
に

税
に
よ
'
り
て
此
百
貨
応
的
畿
日
出
、

利
用
を
抑
制
す
る
ご
い
ふ
の
は
、
自
ら
立
(
閥
民
経
憐
の
畿
艇
を
叫
ん
ム
に
も
脅
し

き
、
反
総
務
策
ピ
い
ふ
こ
ご
仁
な
る
o

(
健
二
口
)

Z

1

4

ル
h

に
は
、
人
出
此
特
別
批
去
、
皆
恭
白
山
原
山
と
一
致
せ
ず
と
し
た
ー
と
い
ふ
が
、
瑞
岡
町
サ
ン
ガ
レ

y
白
百
貨
山
肢
も
、
一
九

一
丸
年
自
制
邦
識
州
町
内
判
決
に
よ
り
て
、
ー
が
、
聯
邦
滋
訟
に
て
保
読
さ
れ
た
僻
業
自
由
及
描
利
平
等
忙
反

L
、
議
法
益
圧
と
宜
告
吉
れ
た
と

め

い
ふ
と
と
だ
。

(
健
二
ご

ポ
ッ
ク
は
、
か
L

る
大
山
町
議
由
特
別
枕
は
技
術
上
回
並
歩
に
劃
す
る
刑
問
的
自
耽
だ
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
大
制
排
は
辿
歩
的
措
前
者
だ
か

ら
と
い
H
V

、
ア
イ
ス
チ
ン
グ
も
、
公
正
副
岡
家
白
蔀
礎
で
あ
り
、
公
正
原
則
が
租
祉
制
此
の
凡
べ
て
の
大
改
誌
に
時
で
先
日
叫
に
置
か
る
誌
と
き

に
、
租
枕
的
自
力
白
方
個
目
不
A
H
正
な
る
使
用
に
よ
り
て
、
細
田
的
職
争
を
決
者
せ
し
む
る
試
み
は
宜

L
f
な
い
と
い
ふ
酬

は
財
政
牧
入
上

|
l
T
b
い
ふ
正
、
此
百
貨
民
税
の
般
入
は
大
な
る
も
の
で
な

-VL(註
ニ
二
)
、
之
に
累
進
課

税
で
も
す
る
こ
正
に
な
れ
ば
、
大
枚
盆
者
に
於
り
る
遮
肢
を
準
め
て
、
此
粘
か
ら
し
て
も
枚
入
を
小
な
ら
し
む
る

E
い
ふ
唱
』
さ
が
あ
る
。

(
健
二
ニ
)

ピ
ユ

ヒ

ナ

は、
止じ
治之

島f
政

上
白

紡
呆
は
晴

朗
る
低，、
も
ιJ 
て

あ
て》

た

と
n 
ナ
027) 

言曲

護

四
λ
E

第
四
披

百

貨

庖

曲

論

第
=
十
九
谷
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論

叢

第
四
親

回

百

貸

出

税

論

第
二
十
九
巻

凹

λ
六

第
二
段

百
貨
庖
椀
の
課
税
方
法

一
課
税
権
者
|
|
此
枕
の
課
税
権
者
を
何
れ
に
置
〈
か
が
第
一
に
問
題
ご
な
る
。

A
或
は
之
を
凶
税
古
す
る
こ
ご
も
出
来
る
o

並
(
は
百
貨
府
が
小
質
業
だ
h
p

ら
し
て
英
勢
カ
範
囲
が
主
ピ
[
て
一

地
方
、
に
局
限
す
る
や

F

コ
で
も
ゐ
る
川
町
れ
い
己
も
、
叉
た
共
資
本
規
模
り
大

ν斜
め
仁
他
地
方
に
支
応
を
J

仰
キ
h
z
u

他
地

方
へ
通
信
販
資
企
行
ム
ピ
い
ム
如
く
に
し

t
会
図
的
に
滑
川
す
る
や
う
に
も
な
う

τ居
る
の
か
ら

l
て
見
る
ご
恥

之
を
国
税

Z

L
て
金
融
阻
か
ら
見
る
の
を
至
嘗
Z
す
る
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
、

き
う
す
る
ご

L
て
も
、

其
本
応
的
或
地
方
に
偏
重
す
る
古
い
ふ
こ

Z
も
あ
り
、
夏
仁
は
各
居
所
在
地
じ
て
も
大
穂
、
摘
み
得
る
も
の
も
あ

泊

る
の
で
、
此
国
税
牧
入
の
一
日
怖
を
地
方
に
交
付
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
出
来
る
し
、
此
国
税
に
地
方
を
し
て
附
加
税

を
謀
せ
し
め
る
ご
い
ふ
-
』
ご
も
出
来
る
(
位
二
三
)
。

勾

例
之
、
嘗
て
行
H
れ
た
バ
イ
エ
ル
シ
の
は
、
岡
枇
と
し
て
、
其
れ
に
地
方
附
加
枕
が
許
さ
れ
て
居
っ
た
凶

(
註
ニ
亘
}

B
戒
は
之
を
初
め
よ
b
地
方
校
正
す
る
こ
吉
も
出
来
る
(
位
一
一
凹
)
0

或
は
其
の
地
方
税
花
る
此
税
の
枚
入
の
一
部

を
固
に
蹄
せ
し
め
る
古
い
ふ
こ
ご
も
出
来
る
(
註
ニ
五
)
O

(
註
二
回
)

ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
は
、
此
枕
は
之
を
同
家
自
ら
報
ず
る
を
得
る

L
、
又
は
之
を
任
意
的
見
は
強
制
的
に
市
町
村
に
委
か
す
を
借
る
。
そ
し

c

パ
イ
品
ル
ン
に
て
一

λ
丸
丸
年
に
最
初
に
採
加
し
た
と
き
に
は
、
闘
祉
と
し
て
で
あ
り
、
其
後
聞
も
な
〈
地
方
附
加
拾
が
生
じ
た
が
、

;九

。
Buchner， a. <l. O. S. 889 
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年
訟
に
て
は
市
町
村
出
血
制
的
に
之
を
認
す
る
C
と
と
在
り
、
前
山
附
加
抗
日
止
め
ら
れ
た
。
其
他
、
プ

w
イ
セ
ン
に
於
て
も
、
之
を
一
丸

0
0

年
に
市
町
村
特
別
持
議
枕
'
と
し
て
採
川
し
、

4
7

ク
セ
γ
に
て
は
市
町
村
に
之
を
任
か
し
、
グ
ユ
ル
テ
ン
イ
ル
ヒ
に
て
は
、
市
町
村
に
て
採
る
べ
き

も
由
と

L
、
パ

l
J
ア
シ
に
で
は
一
九

O
四
年
時
に
て
之
を
市
町
村
枕
止
処

L
・
プ
ヲ
ウ
シ
シ
コ
ワ
イ
ヒ
に
で
も
同
じ
〈
一
丸

O
凹
年
、
市
町
村
山

錨
め
に
任
窓
的
な
る
百
貨
府
松
訟
を
出
し
た
。
ア
シ
ρ

ル
ト
に
て
は
、
一
九

O
五
年
法

r
て
市
町
村
に
之
を
課
す
る
拙
加
を
拠
へ
、
ロ
イ
ス
ニ

シ

hL-HY=
品

l
に
て
も
一
九

O
五
年
に
市
町
村
に
血
祉
の
採
用
を
佳
か
し
、
エ
ル
ザ
ヌ
ロ
ー
ト
リ
シ
ゲ
シ
に
で
も
一
九

O
九
年
法
に
て
市
町
村

の
お
め
に
之

E
仰
ふ
る
ζ

と
込
な
り
、
へ
ッ
セ
ン
に
て
は
-
九
一
一
年
に
之
を
任
意
の
地
方
特
別
税
と
し
‘
現
存
バ
イ
エ
ル
ン
、
へ
ッ
セ

y

D
百

内，

貨
山
枇
は
市
町
村
枇
と

L
て
ピ
あ
る
a-

(
健
一
戸
五
)

た。

プ
ラ
山
ソ

ν
シ
£
ワ
イ
ヒ
に
て
は
、
市
町
村
田
設
け
た
る
百
貨
脂
砥
収
入
白
三
分
ニ
を
市
町
村
に
、
三
分
一
を
岡
市
に
川
町
す
る
と
と
L

し

ニ
納
税
義
務
者
|
|
此
税
を
以
て
取
引
印
紙
税
ど
す
る
に
せ
よ
、
特
別
管
業
課
税
ご
す
る
に
せ
よ
、
累
進
一
般
替

業
課
税

ω
一
部
ご
す
る
に
せ
よ
、
何
れ
に
し
て
も
納
税
義
務
者
は
管
業
者
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
ら
う
。

=
一
課
税
物
件
、
課
税
標
準
及
税
率
ー
ー
を
何
う
定
め
る
か
は
六
っ
か
し
い
問
題
で
あ
る
。

、，，A
特
別
百
貨
応
課
税
Z
し
て

ん
い
百
貨
庄
の
特
別
替
業
課
税
Z
す
る
こ
芯
は
従
来
最
康
〈
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
に
は
凡
べ
て
共

ω

百
貨
底
の
意
義
範
閣
の
限
定
を
要
す
る
の
に
、
此
が
貸
は
六
っ
か

L
〈
、
結
局
或
度
ま
で
恋
意
を
兎
れ
す
、
叉
百

貨
応
の
み
な
ら
歩
、
之
ピ
同
等
扱
を
す
べ

L
Z
認
め
ら
る
、
他
の
純
の
営
業
を
も
一
緒
に
之
を
課
す
る
4
吉
、
な

る
ご
い
ふ
や
予
な
無
理
な
結
果
に
な
る
(
註
ニ
六
)
。
其
は
巴
む
を
得
ぬ
芭
し
て
、
夏
に
此
が
課
税
標
準
及
枕
率
の
定

白骨

叢

百

貨

商

投

諭

第
二
十
九
巻

四
八
士

第
四
焼

王

。a Tyszka， a Buchner，司 a.O. S. 889， 890. 89r， 892. &)3， 894 
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市

i技

"-

第
二
十
九
巻

百

貨

脂

枕

論

回
入

A

第
四
焼

め
方
に
色
々
異
っ
た
も
の
が
あ
h
得
る
。

(
住
-
一
六
)

へ
ツ
ウ
ル
は
、
此
に
て
は
同
時
に
向
品
回
白
満
山
の
も
の
を
雌
斑
す
る
ζ

去
を
前
提
ナ
る
。
臨
に
百
貨
附

chz識
を
込
山
す
け
れ
ど

も
.
此
企
業
白
多
角
川
市
的
蝉
動
的
現
説
に
於
て
、
百
貨
応
と
い
ふ
諜
粧
物
仲
が
碓
貨
に
は
記
述
せ
し
め
ぬ
と
い
ふ
て
肘
る
が
、
ピ
Z

ヒ
ナ
ー
は
、

詳
L
〈
此
税
の
成
行
を
記
挫
し
て
居
る

J

即
ち
立
法
議
日
、
初
め
に
は
此
企
誕
の
租
枕
義
務
の
ぬ
め
の
時
徴
在
、
多
柿
山
商
品
の
的
議
を
管
む
こ

と
に
求
む
る
根
本
山
捌
か
ら
出
畿
し
た
。
島
が
此
嗣
品
の
事
純
白
柿
密
な
る
規
定
が
甜
多
の
疑
問
を
止
仁
、
匝
に
は
誌
作

t
由
説
誌
を
以
て
之
を
正

さ
な
〈
亡
は
な
ら
ぬ
ζ

と
λ

た
り
、

A
M
此
日
的
内
品
川
め
に
向
品
の
剛
塊
を
作
リ
、
ホ
ザ
〈
と
も
共
同
州
地
白
二
を
砲
す
る
小
山
叫
鳴
が
机
枯
v
恥
務
止
法

コ
け
る
こ
と

E
純
一
ん
し
た
。
そ
恥
か
ら
立
山
青
山
地
ん
だ
仙
め
方
法
目
、
叩
附
枕
物
件
を
船
密
に
い
ん
め
る
鴻
め
に
、
川
仙
の
外
肝
制
掛
山
山
山
山
の
も

の
を
私
利
用
す
る
乙
と
で
あ
円
J

た
u

即
ち
此
に
右
目
商
品
幽
塊
即
断
の
外

κ、
特
に
従
業
者
自
蜘
、
静
業
所
の
賃
貸
倒
純
文

ι耐
民
、
一
M
J
品
又

は
偉
業
手
続
の
合
き
方
法
を
利
川
し
た
。
迭
に
人
は
租
柑
義
務
あ
る
鋳
業
。
特
段
な
る
刑
事
に
よ
り
℃
掛
軸
物
件
を
碓
J

必
ず
る
の
試
を
し
た
。
此

に
法
律
上
自
定
義
に
て
も
市
ず
あ
る
日
た
る
ワ
1

レ
ン
ホ
イ
ザ
ー
を
川
品
、
悦
兆
上
に
も
多
〈
は
パ
ヂ
1

レ
、
グ
ロ
ー
ス
マ
ガ
ナ
1
氷
山
畑
き
川
を

も
添
へ
た
。
其
上
山
麓
民
は
、
租
枯
義
務
あ
る
抑
制
野
山
範
悶
を
柿
々
た
る
方
向
に
輔
政
す
る
と
と
に
な
っ
た
。
例
之
.
佐
々
に
し
で
泊
信
販
資

業
月
賦
捌
版
国
謀
、
競
民
業
、
見
切
貰
謀
、
割
引
札
業
、
及
知
似
の
巴
私
自
、
史
に
は
生
産
組
合
、
消
費
組
合
も
租
枯
義
務
あ
る
も
白
&
立
品
目
せ
ら

れ
た
。
民
に
斡
別
白
描
式
K
L
て
は
支
応
笹
業
止
も
之
に
凪
せ
し
め
た
(
此
に
於
て
か
匝
に
、
特
設
な
る
形
式
、
と
し
て
不
在
文
山
叫
が
生
じ
た
。

共
は
租
枕
区
域
的
U

M
灯

ι本
山

E
有
L
、
又
は
外
部
に
位
す
る
人
に
屈
す
る
皆
諜
白
与
を
践
す
る
)
。
民
に
近
頃
は
又
、
保
険
、
飢
行
、

叩

舘
を
も
之
と
闘
嚇
し
て
租
開
義
務
あ
る
も
の
ξ
し
て
、
百
貨
山
粧
の
錨
困
は
全
〈
破
裂
し
た
乙
と
に
な
る
と
い
ふ
て
肘
る
。

信
用
機
凶

向
ほ
此
物
件
白
飽
岡
町
立
法
例
を
卑
「
る
と
、

り
哲
魯
岡
山
}
九

O
O年
決
に
て
は
、
支
山
田
分

E
併
せ
て
年
立
上
高
四
十
高
馬
克
以
上
で
あ
っ
て
、
法
体
に
よ
り
て
匝
分
さ
れ
た
る
凹
の
商
品

(
 

岡
塊
由
一
一
は
よ
の
前
議
に
従
事
す
る
小
立
時
汀
業
主
机
枇
義
務
あ
り
と
し
た
。
ザ
ク
七
シ
白
ヘ
ム
z
y
ツ
(
一
九

O
」
ハ
年
)
ツ
ウ
イ
力
ウ
(
一
丸
一

O

年
)
に
て
は
地
方
所
得
袖
山
補
充
ー
と

L
て
、
時
魯
岡
白
手
本
に
従
ふ
で
、
四
極
の
向
品
剛
拙
白
一
一
以
上
自
定
住
小
説
肱
町
議
に
特
別
部
粧
を

L
た。

slichner，乱. (L. O.日.838. Heckel， a. a目 o.s. 303， JO丘32) 



、，

ロ
イ
ス
・
ユ
シ
ゲ
レ
・
9
一
一
子
ー
の

F
I
ラ
に
て
も
、
持
魯
聞
の
例
に
倣
ひ
、
阿
種
の
商
品
塊
に
よ
り
て
、
韻
軸
物
件
を
定
め
た
叫

引〆
E

F
ン
白
一
ー
刈
凸
四
年
誌
に
て
は
、
パ
ー
ヂ
ン
に
本
府
を
有
す
る
二
十
両
応
克
以
上
の
年
民
上
高
を
有
す
る
小
貸
業
で
あ
っ
て
、
北
野
む
間

{
 

品

ω純
剃
、
従
染
者
の
脂
、
僻
説
坊
の
賃
貸
倒
桁
内
向
、
及
拡
掛
裁
方
法
か
ら
百
貨
山
川
と
児
る
4

告
も
白
に
課
し
た
。
一
静
議
に
嵐
す
る
時
四
時

町
一
の
純
皆
と
し
て
故
は
れ
る
し
、
此
闘
の
外
に
て
皆
ま
る
h

N
貸
出
の
此
闘
に
於
げ
る
支
出
も
、
此
闘
の
支
出
向
。
年
賀
上
高
が
三
高
馬
克
以
よ

白
と
き
に
は
脅
し
{
之
を
識
す
。
プ
ラ
ウ
ン
シ
Z

ヲ
イ
ヒ
的
地
方
百
貨
防
枕
法
に
で
も
、
粗
砥
説
潜
あ
る
得
業
の
胸
骨
dv
規
則
正
し
〈
行
は
る
L

胤
川
及
形
式
か
ら
し
て
本
質
的
に
堪
っ
た
定
住
督
業
て
あ
っ
庁
、
共
地
方
に
定
位
す
る
小
説
業
及
品
工
裁
の
柄
僻
を
大
に
儲
け
る
と
さ

K
な
る
是

せ
b
る
誌
も
の
に
特
院
な
る
借
業
柑
を
課
す
る
を
符
と
お
す
。

)
 

2
一
八
九
九
年
白
バ
イ
エ
ル
ン
訟
に
て
判
別
部
枕
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ワ

l
レ
ン
ハ
ウ
ス
、
グ
ロ
ー
ス
マ
ガ
ナ
ン
、
グ
ロ

l
λ

バ
ザ

l

ル
山

(
 

外
、
月
川
川
悼
来
、
鵡
刊
血
謀
、
組
信
販
山
梨
、
主
山
川
町
梨
、
大
町
る
特
別
持
法

E
寸
断
へ
た
。
グ
A

ル
テ
ン
イ
ル
ヒ
凶
-
九

O
一
一
一
年
誌
に
で
も
、

浦
々
な
る
柿
削
川
向
品

ω大
川
地
税
小
説
鵠
で
あ
っ
て
、
ヲ
l

レ
シ

ρ

ウ
ヘ
グ
ロ
ー
ス
川
ザ

1
ル
、
品
川
柳
附
町
議
、
設
立
謀
、
泊
伝
聞
a凶
業
目
方

叫

廿
ハ
地
方
脳
内
山
本
山

ε
一
緒
に
全
世
と
L
て
故
は
れ
た
。
仙
の
説

法
に
C
行
は
る
誌
も
の
を
判
別
時
議
叫
に
て
蹴
す
る
と

L
た
。
主
山
符
地
調
が

行
法
計
百
貨
府
括
支
出
抽
枯
を
越
ヘ
て
、
銀
行
、
信
川
出
閥
、
保
険
柏
市
ま
で
も
及
ぶ
こ
と
は
酬
に
本
枕
山
稜
詮
に
て
い
V

ふ
泊
り
て
あ
る
。

ー
外
形
棋
噂
に
よ
る
も
の

a
側
々
な
る
外
形
標
準
に
よ
る
も
の

|
l此
仁
於
て
其
々
の
標
準
仁
っ
き
戒
は
定
額
枕
を
課
し
、
或
は

階
級
税
を
謀
し
、
或
は
比
例
税
ど
課
す
る
こ
古
も
出
来
る
(
誕
ニ
七
百
或
は
其
或
も
の
に
累
進
課
税
を
も
怨
仁
得
る

(
註
ニ
八
百
比
は
謀
枕
技
術
上
に
は
便
利
で
は
め
る
げ
れ
Y
7
8
、
外
形
標
準

E
L
て
選
む
も
の
が
或
度
ま
で
恋
意
仁

よ
h
て
定
ま
h
、
其
に
課
す
る
税
率
の
按
排
に
も
亦
た
恋
意
が
加
は
・
9
、
共
結
果
が
百
貨
底
の
純
益
に
鈎
合
の
得

前

叢

七

百

貨

陪

説

諭

第
二
十
九
谷

四
λ
丸

静
岡
披

T子szka，a. a. O. S. J 5z目Buchner. a. a. O. S. &gr， 8~)2. 893-
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論

輩i

F、

百

貨

山

枇

諭

第
二
十
丸
谷

四
九
O

第
四
披

ら
れ
る
ご
は
限
ら
す
、
“
不
公
卒
な
も
の

εも
な
る
で
あ
ら
う
。

(
駐
ニ
七
)

此
の
如
き
M
汁

M
M
M
枇
?
と
し
て
は
、
管
業
場
嵐
山
耐
柑
、
北
九
賃
貸
倒
持
、
所
在
地
方
山
大
さ
の
附
級
、
静
設
資
本
、
資
」
山
、
支
町
山

段
、
従
謀
者
抗
、
佐
川
さ
れ
た
る
時
及
阜
の
盟
、
時
議
品
目
心
型
如
き
で
あ
る

o
t
l此
を
貨
際
採
っ
た
り
は
、
古
典
G

仙
閲
訟
で
、
此
に
て
は

一
八
回
附
年
訟
に
よ
り
て
.
M
h
業
枕
巾
に
℃
白
日
高
ロ
向
日
目
日
号

1
S
5
2
2
1日
明
日
η
自
己
匹
目

ι
5
2
白
特
別
粧
が
謀
せ
ら
れ
る
ζ

と
に
な

っ

r。
此
誌
は
百
円
H
山

i
H
特
別
山
地
位
が
典
へ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
此
に
此
が
ニ
十
四
人
以
上
の
斑
子
を
有
つ
正
、
を
二
子
山
。
一
ん
制
枕
と
、
場

出
陣
白
賃
貸
畑
山
仰
の
二
十
卦
」
由
比
例
祉
と
を
特
に
却
す
る
こ
と
に
し
た
。
此
は
其
後
、
拙
虫
せ
ら
れ

τ
一
λ
五
O
年
訟
に
よ
ロ

c、
各
従
鑓
日
に

9eニ
十
五
法
白
山
相
粧
が
部
ぜ
ら
れ
、
一
-
八
五
八
年
訟
に
止
り
℃
比
例
祉
が
賃
貸
刑
判
刊
の
十
五
分
一
に
、
一

λ

t
二
年
訟
に
よ
り
て
其
寸
分
一

に
引
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
普
闘
に
て
地
方
針
、
都
準
訟
に
定
め
た
叫
外
出
拠
半
を
採
る
乙
と
も
あ
っ
た
が
、
其
揚
令
の
桜
中
は
、
従
業
者
自

動
、
替
業
坊
の
賃
貸
慨
椅
又
は
而
税
で
あ
っ
た
と
い
ム
江
主
だ
。
そ
れ
か
ら
ス
ツ
y
ト
ガ
ル
ト
忙
て
一
九
一

O
年
持
品
端
、
帥
官
米
部
祉
資
本
へ
白

同

一
自
分
五
十
山
附
加
叫
酬
が
あ
っ
た
と
い
ふ
と
と
て
あ
る
。

仰
闘
に
て
は
一
九

O
五
年
以
謀
、
見
聞
枕
白
川
什
に
、
従
来
此
の
般
に
依
る
単
語
的
自
附
加
税
、
使
用
の
馬
及
忠
心
般
に
よ
る
累
担
的
自

附
加
枯
が
あ
っ
た
。
北
上
に
も
所
荘
地
の
大
き
四
階
抽
に
依
る
比
例
柏
、
及
部
柴
田
聞
の
賃
貸
倒
持
に
よ
る
累
趣
枕
(
位
向
兆
三
分
一
)
が
止

r、
-

九
一
=
年
に
位
、
支
防
皆
業
白
特
別
枕
が
止
亡
、
帥
官
業
が
覧
乃
至
十
の
肱
を
有
っ
と
き
は
、
定
額
及
比
例
枕
を
四
分
-
だ
け
、
十
一
乃
至
ニ
十
由

(
陸
ニ
八
)

応
を
有
ワ
と
き
は
コ
一
分
一
だ
げ
、
二
十
一
乃
五
五

f
の
と
き
は
二
分
一
だ
け
唱
し
、
五
十
以
上
は
倍
と
す
る
乙
と
与
し
た
。
パ
イ
晶
ル
ン
に
て
]

九
二
一
年
法
に
て
爾
今
、
市
町
村
出
百
貨
席
粧
を
間
軸
符
業
枕
の
附
加
砧
と

L
て
課
す
る
乙
と
ミ
し
た
が
、
本
枯
J
F

読
本
と
収
益
と
に
謝
す
る
輔

倣
な
る
黒
通
秘
だ
か

ι、
自
ら
此
に
資
本
へ
の
県
北
諜
税
が
行
は
る
為
。

b
国
民
上
高
に
よ
る
も
の
|
|
此
に
よ
る
ご
し

τ夏
に
比
例
卒
を
課
す
る
こ
芭
も
出
来
る
し
程
一
ア
丸
}
、
累

進
率
を
課
す
る
こ
正
も
出
来
る
(
註
三
O
)
O

主
(
の
累
進
な
る
は
比
例
な
る
よ

b
も
何
程
か
百
公
平
に
一
一
居
近
づ
〈
が
、

A1lix， 1. c. p. ，563 
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併

し

質

上

高

自

身

が

百

貨

底

の

特

別

給

付

飽

カ

の

指

示

Z
し

て

遁

切

で

な

〈

、

隣

っ

て

一

公

平

に

遁

ふ

に

於

て

不

満

足

で

あ

b
(詰
=

一

一

)

、

加

之

、

此

傑

準

に

は

輔

嫁

可

胞

が

大

〈

、

物

伺

騰

貴

助

長

の

非

難

を

作

ふ

古

い

ふ

こ

芯

も

め

る
(
註
三
ニ
)
0

(
位
二
九
)

フ
フ
ウ
ン
シ
ユ
ワ
イ
ヒ
山
地
方
枕
た
る
宵
貸
出
殺
は
民
ょ
ぬ
に
よ
る
も
り
?
と
し
、
北
百
分
二
世
起
ゆ
ベ
か
ら
ず
-
と
し
た
。
エ
ル
ザ
ス
ロ

1

1
リ
ン
グ
ン
も
、
市
町
村
山
等
赦
に
よ
り
一
一
一
級
に
分
つ
。
枕
申
は
山
以
上
一
仙
の
百
分
一
中
古
制
ゆ
べ
か
ら
ず
、
円
以
上
一
品
自
百
討
の
五
分
一
…
此
下
?

る
べ
か
ら

F
と
し
た
町

(住

Z
D
)

仙
岡
白
羽
行
法
三
般
の
瞥
業
所
刊
枯
正
胤
引
柑
と
の
外
に
課
せ
ら
ゐ
込
泊
先
日
特
川
枇
)
亡
は
、
偉
業
川
狩
地
内
特
別
抱
加
枕
と
し

て
、
持
直
上
両
に
釘
L
、
百
高
乃
主
二
百
前
訟
に
は
千
分
一
、
二
百
前
乃
至
-
千
高
訟
は
千
分
一
一
、

F

千
高
乃
圭
一
億
法
に
は
千
分
一
一
一
、
一
億
乃

謹
二
位
訟
に
比
千
分
山
、
=
位
法
以
上
に
は
千
分
玉
、
と
す
る
。
骨
科
回
目
一
九

C
O
年
怯
に
て
は
、
年
質
上
高
四
」
'
陥
乃
主
阿
寸
五
山
馬
克
に
て

四
千
馬
車
、
同
寸
一
h
高
乃
王
五
十
高
高
克
に
で
五
千
五
百
応
克
、
・
:
-
-
百
四
乃
E
百
十
高
時
克
に
て
二
高
品
克
、
百
十
両
乃
豆
一
一
十
両
瓜
克
に

て
二
郎
ニ
千
島
克
、
川
上
向
十
品
馬
克
を
加
ふ
る
'
什
に
二
千
馬
克
を
加
へ
る
ω

か
〈

L
て
計
算
さ
れ
た
る
百
貨
政
祉
が
純
益
山
二
割
を
旭
ゆ
る
と

き
は
此
に
切
り
下
「
る
を
作
る
。
但

L
百
貨
問
秘
半
白
牛
組
以
下
と
す
る
を
梓
ず
と
V
ふ
。
パ

l
F
ン
に
で
も
、
四
十
由
民
克
叫
下
山
武
上
高
に

て
は
千
分
一
一
、
共
よ
り
百
斑
応
克
に
去
る
企
て
は
、
ニ
イ
附
応
克
特
に
千
分
一
配
加
で
札
ハ
よ
H
先
告
は
十
高
品
克
叫
に
千
戸
刈
一
を
加
h

る
。
金

雄
上
、
枕
は
純
証
の
百
分
十
を
判
叫
へ
て
は
な
ら
向
。
俳

L
凡
ベ
て
心
場
合
に
民
上
高
山
千
分
一
が
謀
枯
D
最
小
限
E
な
る
。
一
九
一
一
一
年
、
此
累

法
卒
が
年
配
上
高
山
千
分
三
乃
主
二
十
に
引
よ
げ
ら
れ
、
円
車
両
院
は
時
業
純
笹
山
百
分
十
一
一
乃
五
二
十
と
さ
れ
た
。
そ
札
か
ら
、
ア
シ
ハ
ル
ト
に

で
も
地
方
枕
た
る
百
貨
応
枕
心
粒
半
は
宜
上
高
心
百
分

0
・
一
乃
至
一
と
す
。
併
し
純
益

ω
百
分
ニ
を
起
ゆ
べ
か
ら

γ
主
ナ
コ
ロ
イ
ス
・
ユ
シ
ゲ
レ
・

o
p
-
-

ェ
1
心
一
グ
フ
に
て
は
枇
卒
は
年
球
上
高
山
百
分
自
牛
乃
主
一
て
一
す
a
バ
イ
エ
ル
シ
ぬ
一
丸
一
ヘ
リ
年
法
は
多
少
由
盟
都
は
あ
る
が
、
拡
本
は
宜

上
自
の
謀
品
枕
ど
あ
る
。
削
ち
三
十
両
応
，
H
ま
で
の
貰
上
一
叫
に

H
N分
一
乃
軍
ニ
中
、
三
イ
高
乃
主
五
十
判
市
向
車
に
は
百
分
一
宇
丹
圭
一
-
一
、
五
十

~1fû 

言語i

百
貨
山
山
枕
諭

1

2

'

-

a

d

、ζ
I

M
F
d
m

一ー寸品川晶

山
中
四
抗

~q 

cJL 

Jむ
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両面

~~ 

第
二
十
丸
谷

第
四
蹴

o 

四
ゴ/，

百

貸

出

枕

請

市
両
乃
至
百
高
馬
車
に
は
百
分
二
乃
4
4

一
ニ
宇
、
百
両
乃
至
二
百
部
民
克

ιは
百
分
一
一
平
乃
弔
問
、
二
百
部
乃
五
凹
百
商
品
克
に
は
百
分
一
一
一
乃
至
玉
、

四
百
両
乃
重
大
百
荷
馬
克
に
は
百
分
凹
乃
豆
大
、
六
百
商
馬
克
以
上
に
は
百
分
五
乃
至
七
と
す
る
。
出
純
悶
内
白
枕

ω測
定
の
処
め
に
は
.
企
業

主

主

前

品

山

政

、

支

応

品

、

皇

賞

行

の

方

法

、

宮

崎

業

へ

の

影

響

主
J

胤
せ

ιる
る
。
そ
し
て
枕
は
純
益
の
ニ
制
を
畑
山
ご
か
る

ず
、
併

L
Z純
資
上
高
の
百
分
一
を
下
る
べ
か
ら
ず
と
す
。

z
l
ベ
ル
ヒ
は
此
年
斑
上
高
に
よ
る
謀
砧
を
は
て
公
正
平
等
の
wr
求
に
反
す
と
錦
し
、
ピ
旦
ヒ
ナ
ー
も
、
此
よ

m
L
て
一
心
企
業
町
一
租

仰

枕
給
付
能
力
の
上
に
証
ち
に
決
定

L
得
ぬ
と
い
ふ
。

(位=ニ)

(
位
回
目
ニ
)
レ
ム
ウ
川
、
仙
闘
の
到
よ
課
税
に
つ
昔
、
此
が
恥
引
帖
山
性
筑
を
一
制
ち
、
防
つ
ピ
泊
例
、
前
州
北
に
脚
山
山
廿
ら
る
L
L
'
j
s
な
る
と
渇

L
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
は
、
調
識
に
亡
、
物
倒
崎
賞
た
ら
し
む
る
斑
上
高
自
動
成
白
負
抱
を
越
げ
る
幻
め
は
、
裕
来
白
百
貨
肺
結
を
雌
止
し
な
〈
て
は

な
ら
ぬ
と
信
ず
る
と
と
ゐ
な
っ
た
と
い
品
。

府
主-
Z(i 

tま
な。
042) 

2
純
徒
に
よ
る
も
的

l
l前
ω外
形
標
準
に
比
し
て
は
、
純
鐙
に
依
る
己
主
に
、

た
い
し
之
が
捕
誕
の
一
層
六
っ
か
し
い
ご
い
ふ
快
貼
は
弛
れ
ぬ
。
比
に
依
る

Z
し
て
も
、
克
に
之
に
比
例
率
ケ
漣

用
す
る
こ
ご
も
出
来
(
詰
一
三
一
)
‘
更
に
累
進
率
ご
す
る
こ
Z
も
由
来
る
(
芭
一
日
間
)
O

体
制
者
の
方
一
一
加
公
苧
に
が
、
強
ゐ

て
銑
貼
を
求
む
る
吉
、
大
牧
盆
者
に
於
り
る
遁
腕
を
多
か
ら
し
め
る
ご
い
ふ
こ
正
が
あ
h
、
随
つ
て
は
其
貼
か
ら

R

公
平
に
も
反
し
枚
入
上
に
も
不
利
ご
な
り
得
る
。

(睦===)
摘
訟
に
て
宜
上
高
に
位
る
百
貨
肱
枕
を
臨
止
し
て
以
車
、

-
九
二

O
年
訟
に
て
普
管
問
の
グ
ル
ゼ
ン
キ
ル
へ
ン
に

τ、
和
四
品
川
法
に
於
げ

る
四
種
白
商
品
幽
白
-
一
以
上
世
替
む
も
の
に
、
牧
盆
四
二
割
と
い
ふ
課
税
を
錦
す
と
い
ふ
唯
一
の
例
外
が
あ
っ
た
が
、
一
九
二
一
年
に
之
を
認
め

3
 

血
乙
と

h
t
?た。

Allix， 1. 

Buchncr， t，. a. (1. 

Lemcke， a. a. O. S. 87. 

Buchnel'， a. a. O. S. S9o 

Buchner， a. a. O. S. s伊，_8gI.893・
~.P・ 563. Nitti. 1. c. p. 88. 
~h~berg， Fw. S. z6!j・ 。巳日elue，Grllnclri55‘ S. I03 

S. 895. 
41)主Lem'CKe，a. a. O. S. 87 

39) 

40) 



{
桂
三
回
)

バ
イ
エ
ル
ン
に
て
一
九
ニ
ご
ヰ
法
に
よ
砂
市
町
村
に
閣
柏
町
皆
業
枕
~
白
附
加
枇

E
比
に
つ
き
詐
す
こ
と
誌
な
り
、
ヘ
ツ
セ
シ
も
、
一
九

二

O
年
訟
に
よ
り
市
町
和
田
一
白
貸
出
仰
勧
を
周
枕
替
栄
枯
由
附
加
柑
と
し
い
M
M、
本
柑
4
P
肱
聾
と
資
本
と
に
謝
す
る
果
必
だ
か
え
比

ι
一
部
、
収

往
嵐
地
開
曲
川
川
存
す
る
ζ

と
に
な
る
。

は
山
百
貨
府
内
の
取
引
に
卦
す
る
特
別
印
紙
枕
ご
す
る
こ
ご
も
出
来
る
。
比
は
恐
ら
(
は
之
が
使
用
の
受
取
書

へ
の
従
倒
比
例
課
税
古
て
も
し
た
ら
良
か
ら
う
が
、
然
る
正
、
き
に
百
貨
応
の
範
同
の
限
界
の
六
っ
か
し
い
ご
い
ふ

根
本
の
心
配
心
外
、
多
少
常
業
者
山
一
処
介
を
増

L
、
縦
蹴
胴
上
不
利
げ
い
ご
い
ふ
こ
芭
も
あ

h
、
叉
越
川
内
心
配
も
多

少
あ
る
し
、
且
つ
四
営
業
者

ω
能
力
に
耐
加
す
る
に
於
て
、
附
川
た
民
主
の
能
力
じ
肱
宇
品
に
於
て
も
一
小
川
川
口
比
な
も
的
が

あ
る
o

ま
し

τ之
を
定
制
税
己
て
も
す
れ
ば
取
扱
は
簡
単
正
な
る
が
、
不
公
平
が
一
一
府
甚
し
〈
な
る
。

B
一
般
傍
業
政
枕
の
一
部
ご
す
る
こ
ご

l
l此
は
私
の
品
会
中
古
思
ム
方
法
だ
が
・
共
は
一
般
傍
業
枕
を
改
正

し
て
、
各
血
官
業
者
山
り
純
盆

ω大
小
に
腿
じ
て
相
前
進
課
税
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
に
依
る
ど
き
に
行
賞
応
正
然
ら

5
る
も
の
ど
の
限
界
に
つ
き
苦
慮
す
る
必
要
も
な
〈
、
自
動
的
仁
、
純
銭
の
大
な
品
川
口
品
川
広
か
小
規
模
の
小
寅
業

よ
h
は
一
層
建
(
耕
せ
ら
れ

τ、
公
平
に
漣
ひ
、
多
少
‘
百
貨
広
抑
制
の
働
を
も
斜
す
ο
北
斜
め
大
純
盆
者
に
於

て
純
盆
を
州
叫
耐
晶
化
す
心
配
が
多
少
は
残
る
が
、
之
を
別
正
し
て
見
れ
ば
先
づ
公
平
に
近
い
も
の
で
あ
る
o
阪
に
一

般
肱
官
業
税
が
牧
谷
誠
税
£
な
っ

τ居
る
村
い
け
仁
て
は
、
百
貨
応
税
を
此
に
包
容
す
る
こ
芯
は
左
ま
で
の
悶
難
あ
り

正
は
思
は
れ
な
い
{
位
三
五
)
0

tifil 

第
二
十
丸
谷

四
九

議

百

質

問

松

前

第
四
鋭
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論

龍之

同
船
凹
耽

百

貨

山

枇

諭

第
三
十
九
谷

凹
九
回

A

間
J

ケ
パ
は
.
給

H
能
力
に
怯
る
訓
枇
は
百
貨
山
に
限
ら
一
色
べ
き
で
な
〈
、
む
し
ろ
凡
べ
て
山
一
大
経
崎
小
M
H
が
共
催
に
揃
伏
せ

L
る
べ

き
で
あ
る
と
い
ぶ
ロ

へ
桂
三
五
)

結

i論

以
上
袋
之
、

百
貸
出
枕
は
中
等
枇
曾
政
策
h
r
b
並
に
公
平
課
税
の
見
地
か
ら
し
て
存
立
の
瑚
向
含
有
も
、

は
椛
仁
行
は
れ
た
も
の
で
ゐ
る
り
れ
ど
も
、

他
方
、
諜
枕
技
術

k
・
隣
っ
て
公
平
課
税
上
、
真
じ
は
縦
憐
比
一
航
曾

政
策
上
.
不
郁
合
な
貼
も
若
し
(
な
ι
り
、
初
々
下
火
ご
な
っ
た
ゃ
う
で
は
め
る
が
、
併
し
何
程
か
存
立
根
出
国
色
ゐ

る

ω一
で
、
古
内
真
ら
渠
て
た
も
の
で
は
な
く
、

之
を
訴
す
る
ご
し
て
課
税
の
方
法
に
は
色
々
ゐ
る
が
、
何
れ
も
一
長

一
一
波
ゐ
り
で
、
ゐ
ま
h
成
心
せ
ぬ
。
む
し
ろ
一
般
修
業
枕
、
管
業
収
盆
枕
を
改
正
し
て
、
累
進
純
筏
課
税
を
行
ふ

二
百
に
よ
り

τ・
自
動
的
に
百
貨
応
謀
枕
を
す
る
や
う
に
し
て
は
何
う
か
ど
思
は
る
、
。
古
う
す
れ
ば
此
は
嘗
然

一
的
牧
益
枕
で
ゐ
h
、
戒
は
む

L
ろ
特
別
所
得
税
で
あ
hJ
、
地
方
税
正
限
る
に
及
ば
す
・
む
[
ろ
凶
税
正
地

方
附
加
税
を
許
す
ご
し
て
良
く
、
叉
必
す
し
も
目
的
枕
ご
す
る
に
及
ば
守
、

一
般
税
正
し
て
一
般
経
費
の
終
的
に

使
用
し
・
自
ら
目
的
税
た
る
場
合
の
枇
曾
政
策
的
用
途
に
多
く
使
ふ
こ
正
に
し
た
ら
良
か
ら
う
。
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